
令和2（２０２０）.6.２０ 2

◇防災行政無線の内容は専用ダイヤル　☎042（341）0793　　防災・防犯緊急メールマガジンでもお知らせします

人　口	 195,145人	 （36人減）
	 男　95,854人	 （43人減）
	 女　99,291人	 （7人増）
世帯数	93,108世帯	 （7世帯減）

人口と世帯数
令和２年６月1日現在
かっこ内は前月比

耐震改修

対　象
・昭和５７年 １ 月 １ 日以前に建築された住宅
・現行の耐震基準に適合させるよう一定の要件を満たし（耐震基準適合工事の証明が必
要）、改修工事に要した費用が５０万円を超える耐震改修を施工

期　間 改修工事が完了した年の翌年度分から一定期間（最長で ２年間）
減税額 １戸当たり１２０㎡の床面積相当分までの家屋にかかる固定資産税の ２分の １を減額　※ １

バリアフリー改修　※ ２

対　象

・新築された日から１０年以上を経過した住宅
・改修後の住宅の床面積が５０㎡以上２８０㎡以下であること
・６５歳以上の方、要介護または要支援認定を受けている方、障がいのある方のいずれかが
居住している
・一定の要件を満たし、改修工事に要した費用（補助金などを除く）が５０万円を超えるバ
リアフリー改修を施工

期　間 改修工事が完了した年の翌年度分

減税額 １戸当たり１００㎡の床面積相当分（賃貸部分を除く）までの家屋にかかる固定資産税の ３
分の １を減額

省エネ改修　※ ２

対　象
・平成２０年 １ 月 １ 日以前に建築された住宅
・改修後の住宅の床面積が５０㎡以上２８０㎡以下であること　
・一定の要件を満たし（省エネ基準適合工事の証明が必要）、改修工事に要した費用（補助金
などを除く）が５０万円を超える省エネ改修（窓の断熱性を高める改修工事が必須）を施工

期　間 改修工事が完了した年の翌年度分

減税額 １戸当たり１２０㎡の床面積相当分（賃貸部分を除く）までの家屋にかかる固定資産税の ３
分の １を減額　※ １

※ １　耐震改修または省エネ改修が行われた住宅が認定長期優良住宅に該当することとなり、かつ一
定の要件を満たした場合、固定資産税の ３分の ２を減額します。

※ ２　バリアフリー改修と省エネ改修を行った場合のみ、重複して減額の適用が受けられます。

耐震・バリアフリー・省エネ改修をした場合の減額措置

市
営
有
料
自
転
車
駐
車
場

指
定
管
理
者
を

募 

集

対
象
施
設　
▽
鷹
の
台
駅
周
辺
の
４
施
設

（
鷹
の
台
駅
北
第
一
有
料
自
転
車
駐
車

場
、
鷹
の
台
駅
北
第
二
有
料
自
転
車
駐
車

場
、
鷹
の
台
駅
南
有
料
自
転
車
駐
車
場
、

鷹
の
台
駅
西
有
料
自
転
車
駐
車
場
）

▽
一
橋
学
園
駅
周
辺
の
３
施
設
（
一
橋
学

園
駅
有
料
自
転
車
駐
車
場
、
一
橋
学
園
駅

北
有
料
自
転
車
駐
車
場
、
一
橋
学
園
駅
東

有
料
自
転
車
駐
車
場
）

▽
小
平
駅
周
辺
の
６
施
設
（
小
平
駅
南
口

有
料
自
転
車
駐
車
場
、
小
平
駅
西
有
料
自

転
車
駐
車
場
、
小
平
駅
東
有
料
自
転
車
駐

車
場
、
小
平
駅
ル
ネ
こ
だ
い
ら
東
有
料
自

転
車
駐
車
場
、
小
平
駅
北
第
一
有
料
自
転

車
駐
車
場
、
小
平
駅
北
第
二
有
料
自
転
車

駐
車
場
）

期
　
間　
令
和
３
年
４
月
１
日
〜
令
和
８

年
３
月
３１
日

応
募
資
格　
有
料
自
転
車
駐
車
場
の
管
理

や
運
営
の
実
績
を
持
つ
法
人
ま
た
は
団
体

※
事
業
内
容
な
ど
、
詳
し
く
は
募
集
要
項

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
募
集
要
項
は
、
６
月

２２
日（
月
）か
ら
７
月
８
日（
水
）ま
で
、

交
通
対
策
課
（
市
役
所
４
階
）
で
配
布
し

ま
す
。
ま
た
、
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
。

申
込
み　
７
月
２７
日
（
月
）
か
ら
３０
日

（
木
）
の
午
後
５
時
ま
で
に
、
申
込
書
類

を
問
合
せ
先
へ
持
参
（
送
付
不
可
）

※
説
明
会
を
７
月
９
日
（
木
）
の
午
前
１０

時
か
ら
、
市
役
所
６
階
６
０
１
会
議
室
で

行
い
ま
す
。
説
明
会
に
出
席
し
な
い
団
体

な
ど
は
応
募
で
き
ま
せ
ん
。
出
席
人
数

は
、
１
団
体
１
人
で
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　
交
通
対
策
課
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
５
４
９

都
市
計
画
審
議
会

委

員

を

募

集

　
都
市
計
画
審
議
会
へ
出
席
し
、
年
２
回

程
度
の
都
市
計
画
に
関
す
る
事
項
の
審
議

を
す
る
市
民
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

応
募
資
格　
市
内
に
１
年
以
上
在
住
す
る

１８
歳
以
上
の
方

※
ほ
か
の
審
議
会
な
ど
の
公
募
委
員
は
応

募
で
き
ま
せ
ん
。

募
集
人
数　
２
人

任
　
期　
１０
月
〜
令
和
４
年
９
月（
予
定
）

報
　
酬　
１
万
２
千
円
（
日
額
）

申
込
み　
７
月
２０
日
（
月
）
ま
で
に
、
Ａ

４
判
用
紙
（
縦
横
自
由
）
に
応
募
の
理
由

と
小
平
市
に
お
け
る
将
来
の
都
市
像
（
図

表
を
含
ま
ず
に
合
わ
せ
て
８
百
字
程
度
）

を
ま
と
め
、
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
居
住

歴
、
電
話
番
号
、
ほ
か
の
審
議
会
な
ど
の

公
募
委
員
で
は
な
い
旨
を
記
入
の
う
え
、

問
合
せ
先
へ
（
送
付
・
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
・

電
子
メ
ー
ル
可
）

※
応
募
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

問
合
せ　
都
市
計
画
課
（
〒
１８７
︱
８
７
０

１　
小
平
市
役
所
）
☎
０４２
（
３
４
６
）
９

５
５
４
、
V

０４２
（
３
４
６
）
９
５
１
３
、

Atoshikeikaku@city.kodaira.lg.jp

縦
覧・公
述
申
出・公
聴
会

東
京
都
都
市
計
画
原
案

　
東
京
都
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発

及
び
保
全
の
方
針
と
都
市
再
開
発
の
方
針

の
原
案
の
縦
覧
と
公
述
申
出
を
受
け
付
け

ま
す
。

▪
縦
覧

と
　
き　
７
月
１
日（
水
）〜
１５
日（
水
）

と
こ
ろ　
都
市
計
画
課（
市
役
所
４
階
）、

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課

▪
公
述
の
申
出

　
対
象
区
域
内
に
在
住
ま
た
は
計
画
案
に

利
害
関
係
の
あ
る
方
は
、
公
聴
会
で
意
見

を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
１
人
１０
分

以
内
）。

※
申
込
み
多
数
の
場
合
は
、
意
見
要
旨
な

ど
を
考
慮
し
東
京
都
が
選
定
。

申
込
み　
７
月
１
日
（
水
）
か
ら
１５
日

（
水
）
ま
で
（
必
着
）
に
、
公
述
申
出
書

を
東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
へ

※
公
述
申
出
書
は
縦
覧
場
所
ま
た
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま

す
。

H
検
索　
東
京
都
都
市
整
備
局

▪
公
聴
会

と
　
き　
８
月
１９
日
（
水
）　
午
後
７
時

か
ら

と
こ
ろ　
西
東
京
市
南
町
ス
ポ
ー
ツ
・
文

化
交
流
セ
ン
タ
ー
き
ら
っ
と
（
西
東
京
市

南
町
５
︱
６
︱
５
）

定
　
員　
百
人
程
度

申
込
み　
当
日
、
会
場
へ
（
先
着
順
）

※
公
述
申
出
者
が
い
な
い
場
合
は
中
止
。

問
合
せ　
東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
計
画

課
☎
０３
（
５
３
８
８
）
３
２
２
５
、
都
市

計
画
課
☎
０４２
（
３
４
６
）
９
５
５
４

店
舗
の
改
修
な
ど
に
か
か
る

工
事
費
用
の
一
部
を
補
助

　
小
平
商
工
会
で
は
、
市
内
で
小
売
業
な

ど
を
営
む
方
に
、
店
舗
の
改
修
な
ど
の
工

事
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

対
　
象　
小
売
業
、
飲
食
業
、
理
美
容
な

ど
の
サ
ー
ビ
ス
業
ほ
か

※
床
面
積
の
合
計
が
１
千
平
方
㍍
以
上
の

店
舗
を
除
く
。

内
　
容　
店
舗
改
修
な
ど
の
工
事
費
用
や

改
修
な
ど
の
工
事
に
付
随
す
る
備
品
の
購

入
費
な
ど
の
４
分
の
３
（
上
限
１５
万
円
）

を
補
助

※
備
品
な
ど
の
購
入
を
主
な
目
的
と
し
た

工
事
や
税
抜
き
１０
万
円
未
満
の
工
事
、
令

和
３
年
２
月
末
ま
で
に
完
了
し
な
い
工
事

は
対
象
外
で
す
。

※
条
件
な
ど
、
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
小
平
商
工
会
☎
０４２
（
３
４
４
）

２
３
１
１

審
議
会
な
ど
の
日
程

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防

止
に
配
慮
す
る
た
め
、
傍
聴
は
で
き
ま
せ

ん
。
ま
た
、
日
程
な
ど
は
変
更
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
小
平
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
会
議
録
は
、
後
日
、
市
政
資
料
コ
ー
ナ

ー
（
市
役
所
１
階
）
ま
た
は
小
平
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

▪
男
女
共
同
参
画
推
進
審
議
会

と
　
き　
７
月
７
日
（
火
）　
午
前
１０
時

か
ら

問
合
せ　
市
民
協
働
・
男
女
参
画
推
進
課

☎
０４２
（
３
４
６
）
９
６
１
８

▪
図
書
館
協
議
会

と
　
き　
７
月
９
日
（
木
）　
午
後
２
時

か
ら

問
合
せ　
中
央
図
書
館
☎
０４２
（
３
４
５
）

１
２
４
６

▪
公
民
館
運
営
審
議
会

と
　
き　
７
月
１４
日
（
火
）　
午
後
２
時

か
ら

問
合
せ　
中
央
公
民
館
☎
０４２
（
３
４
１
）

０
８
６
１

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ

宝

く

じ

　
収
益
金
は
、
市
町
村
の
明
る
く
住
み
よ

い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に
使
わ
れ
ま
す
。

発
売
期
間　
７
月
１４
日
（
火
）
〜
８
月
１４

日
（
金
）

発
売
場
所　
全
国
の
宝
く
じ
売
場

抽
せ
ん
日　
８
月
２１
日
（
金
）

賞
　
金　
１
等
５
億
円
、
前
後
賞
各
１
億

円
ほ
か



〈
東
京
都
区
市
町
村
振
興
協
会
〉

入
居
者
を
募
集

都
民
住
宅

　
東
京
都
全
域
の
都
民
住
宅
（
東
京
都
施

行
型
）
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。
都
民

住
宅
は
、
中
堅
所
得
者
向
け
の
賃
貸
住
宅

で
す
。
所
得
基
準
が
都
営
住
宅
と
異
な
り

ま
す
。

※
空
き
家
が
発
生
し
だ
い
、
随
時
先
着
順

で
受
付
で
き
る
住
宅
も
あ
り
ま
す
。

申
込
書
（
募
集
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）
の
配
布

　
７
月
２
日
（
木
）
〜
７
月
10
日
（
金
）

午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時

▽
市
民
課（
市
役
所
１
階
）、東
部・西
部
出

張
所
、
動
く
市
役
所
、
大
沼
・
鈴
木
・
中

島
地
域
セ
ン
タ
ー
、小
川・上
水
南
公
民
館

※
７
月
４
日
（
土
）
は
午
前
８
時
３０
分
か

ら
午
後
０
時
１５
分
ま
で
市
民
課
で
配
布
し

ま
す
。

▽
都
庁
案
内
所
、
東
京
都
住
宅
供
給
公
社

（
都
営
住
宅
募
集
セ
ン
タ
ー
・
各
窓
口
セ

ン
タ
ー
）

※
期
間
中
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
込
書

を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

H
検
索　
Ｊ
Ｋ
Ｋ

申
込
み　
７
月
１５
日（
水
）ま
で（
必
着
）

に
、
申
込
書
を
問
合
せ
先
へ
送
付

問
合
せ　
東
京
都
住
宅
供
給
公
社
都
営
住

宅
募
集
セ
ン
タ
ー
☎
０３
（
３
４
９
８
）
８

８
９
４
（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）

使
用
者
を
募
集

都
立
霊
園

申
込
書
（
募
集
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）
を
配
布

　
６
月
１８
日
（
木
）
〜
７
月
７
日
（
火
）

▽
市
民
課
（
市
役
所
１
階
）、
東
部
・
西

部
出
張
所
、
動
く
市
役
所
、
大
沼・鈴
木・

中
島
地
域
セ
ン
タ
ー
、
小
川
・
上
水
南
公

民
館

※
６
月
２０
日
・
２７
日
、
７
月
４
日
の
土
曜

日
は
、
午
前
８
時
３０
分
か
ら
午
後
０
時
１５

分
ま
で
市
民
課
で
配
布
し
ま
す
。

▽
都
庁
案
内
コ
ー
ナ
ー
、
東
京
都
公
園
協

会
、
各
都
立
霊
園
・
葬
儀
所

申
込
み　
６
月
１８
日
（
木
）
か
ら
７
月
７

日
（
火
）
ま
で
（
消
印
有
効
）
に
、
申
込

書
を
問
合
せ
先
へ
送
付

※
申
込
資
格
が
施
設
ご
と
に
異
な
り
ま

す
。
詳
し
く
は
、
募
集
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
ま

た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

H
検
索　
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
霊
園
さ
ん
ぽ

※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
申
し
込
め
ま

す
。

問
合
せ　
東
京
都
公
園
協
会
霊
園
課
☎
０３

（
３
２
３
２
）
３
１
５
１
（
土
曜
・
日
曜

日
を
除
く
）、
募
集
専
用
電
話
☎
０
５
７

０
（
７
８
３
）
８
０
２

東
日
本
大
震
災

原
子
力
災
害
の
特
例

固
定
資
産
税・都
市
計
画
税

　
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
・
損
壊
し

た
家
屋
、
ま
た
は
原
子
力
災
害
の
居
住
困

難
区
域
内
に
所
在
す
る
家
屋
、
お
よ
び
そ

の
敷
地
を
所
有
し
て
い
る
方
な
ど
が
、
代

替
と
な
る
家
屋
や
土
地
を
取
得
し
た
際
に

は
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
が
減
額

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
要
件
や
提
出
書
類
な
ど
、
詳
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
税
務
課
☎
０４２
（
３
４
６
）
９
５

２
５

今
月
の

６ 月

税

◇
市
民
税
・
都
民
税
の
普
通
徴
収
（
第

１
期
）

※
納
付
は
、
６
月
３０
日
（
火
）
の
納
期

限
ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。

※
市
税
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

納
付
で
き
る
ほ
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
し
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の

納
付
（
ヤ
フ
ー
公
金
）、
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
ア
プ
リ
（
Ｐペ

イ

ビ

ー

ａ
ｙ
Ｂ
）
で
の
納
付

も
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
納
税
通
知

書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
便
利
で
納
め
忘
れ
の
な
い
口
座
振
替

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

▪
市
税
を
納
期
限
内
に
納
付
で
き
な
い

方
は
、
納
税
相
談
を

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
で
、
収
入
が
大
幅
に
減
少
し
た
、
事

業
の
継
続
が
難
し
く
な
っ
た
な
ど
、
市

税
を
納
期
限
内
に
納
付
で
き
な
い
事
情

が
あ
る
場
合
は
、
納
税
が
猶
予
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
徴
収
猶
予
の
特
例
制
度
の
申
請
期
限

は
納
期
限
ま
で
で
す
（
令
和
２
年
２
月

１
日
以
降
で
納
期
限
を
経
過
し
た
市
税

は
、
６
月
３０
日
（
火
）
ま
で
）。

問
合
せ　
収
納
課
☎
０４２
（
３
４
６
）
９

５
２
７

夜
間
納
税
窓
口

６
月
２５
日（
木
）に
開
設

と
　
き　
６
月
２５
日
（
木
）　
午
後
５

時
〜
８
時

と
こ
ろ　
市
役
所
２
階
収
納
課
（
入
口

は
庁
舎
北
側
）

※
来
庁
の
際
は
納
税
通
知
書
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

※
夜
間
窓
口
で
は
、
納
税
証
明
書
の
発

行
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
せ　
収
納
課
☎
０４２
（
３
４
６
）
９

５
２
６

耐
震
・
バ
リ
ア
フ
リ
ー

省
エ
ネ
改
修
を
し
た
住
宅
の

固
定
資
産
税
を
減
額

　
固
定
資
産
税
の
減
額
措
置
を
受
け
る
に

は
、
原
則
、
改
修
工
事
完
了
後
３
か
月
以

内
の
申
告
が
必
要
で
す
（
左
表
参
照
）。

※
要
件
や
提
出
書
類
な
ど
、
詳
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
税
務
課
☎
０４２
（
３
４
６
）
９
５

２
５


